
令和４年度 第１回 厚木市労働報酬審議会 次第 

 

日 時  令和４年９月15日（木） 

午前10時から 

場 所  厚木市役所 本庁舎３階 特別会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 諮問 

 

３ あいさつ 

 

４ 案件 

（1）審議会の会議録における委員氏名の公開について 

(2) 会議の公開について 

(3) 令和５年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額（案）に 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  資料１ 

(4) 令和５年度の業務委託及び管理協定対象委託契約に係る 

労働報酬下限額（案）について ・・・・・・・・・・  資料２-1,２-２ 

 

５ 報告 

厚木市公契約条例の運用状況の点検及び評価について  ・・・  資料３   

 

 

６ その他 

 

 

７ 閉会 

 

 



役職
氏名

（敬称省略）
選出母体等

委員長
ﾊﾔﾏ ﾀｹｵ
葉山　岳夫

弁護士

委員
(職務代理)

ﾋﾗｲ ﾀｶｱｷ
平井　貴章

神奈川県社会保険労務士会
厚木支部

委員
ｵｶﾀﾞ　ﾕｷｶﾂ
岡田　幸勝

厚木商工会議所

委員
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ
髙橋　学

一般社団法人 厚木市建設業協
会

委員
ﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ
津田　学

全建総連厚木建設連絡会

委員
ﾎﾘｱｲ　ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
堀合　純一郎

厚木愛甲地域連合

厚木市労働報酬審議会委員名簿（50音順）

厚木市公契約条例施行規則 抜粋

（委員長等）
第８条　審議会に委員長を置き、委員の互選により定める。
２　委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
３　委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した
委員がその職務を代理する。



（単位：円）

業種 日額 1時間当たり 80% 85% 90% 95% 100%

特殊作業員 25,900 3,238 2,591 2,753 2,915 3,077 3,238

普通作業員 22,300 2,788 2,231 2,370 2,510 2,649 2,788

軽作業員 15,200 1,900 1,520 1,615 1,710 1,805 1,900

造園工 21,500 2,688 2,151 2,285 2,420 2,554 2,688

法面工 26,600 3,325 2,660 2,827 2,993 3,159 3,325

とび工 28,000 3,500 2,800 2,975 3,150 3,325 3,500

石工 27,300 3,413 2,731 2,902 3,072 3,243 3,413

ブロック工 25,100 3,138 2,511 2,668 2,825 2,982 3,138

電工 24,600 3,075 2,460 2,614 2,768 2,922 3,075

鉄筋工 26,400 3,300 2,640 2,805 2,970 3,135 3,300

鉄骨工 25,700 3,213 2,571 2,732 2,892 3,053 3,213

塗装工 30,300 3,788 3,031 3,220 3,410 3,599 3,788

   令和５年度の工事請負契約に係る労働報酬
   下限額（案）について

１ 対象
　 市が発注する予定価格１億円以上の工事請負契約業務に従事する労働者等（農林水産
　省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共工事設計労務単
　価に掲げる職種の業務に従事する者に限る。）に係る労働報酬下限額
　（厚木市公契約条例第６条第１項第１号）

２ 算定の根拠
   労働報酬下限額の決定には、「公共工事設計労務単価」を勘案するほか、地場賃金
  として信頼できる基準があれば、「その他公的機関が定める労務単価の基準」を適用
  する。
 （厚木市公契約条例第６条第２項第１号及び第３号）

３ 算定方法
(1) 公共工事設計労務単価が設定されている職種
　　農林水産省及び国土交通省が決定した令和５年度の神奈川県における公共工事設計
　労務単価を８で除して得た額(１円未満の端数がある場合は切り上げる。)に100分の
　90を乗じて得た額とする(１円未満の端数がある場合は切り上げる)。

(2) 公共工事設計労務単価が設定されていない職種
　　十分な有効標本数が確保できなかった等の理由により、令和５年度の神奈川県にお
　ける公共工事設計労務単価が設定されていない職種は、労働報酬下限額の設定対象外
　とする。

(3) 見習い労働者
　　見習い労働者等は、厚木市公契約条例第６条第１項第２号に規定する労働者に支払
　われるべき労働報酬下限額と同額とする。

令和４年度公共工事
設計労務単価（神奈川県）

厚木市労働報酬下限額

（例）※現時点では、令和５年度の神奈川県における公共工事設計労務単価が
　　　　　公表されていないため、令和４年度の単価で計算しています。

資料１



令和４年度公共工事
設計労務単価（神奈川県）

厚木市労働報酬下限額

溶接工 32,000 4,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000

運転手（特殊） 26,300 3,288 2,631 2,795 2,960 3,124 3,288

運転手（一般） 22,500 2,813 2,251 2,392 2,532 2,673 2,813

潜かん工 31,100 3,888 3,111 3,305 3,500 3,694 3,888

潜かん世話役 36,900 4,613 3,691 3,922 4,152 4,383 4,613

さく岩工 31,300 3,913 3,131 3,327 3,522 3,718 3,913

トンネル特殊工 33,400 4,175 3,340 3,549 3,758 3,967 4,175

トンネル作業員 25,300 3,163 2,531 2,689 2,847 3,005 3,163

トンネル世話役 33,900 4,238 3,391 3,603 3,815 4,027 4,238

橋りょう特殊工 30,100 3,763 3,011 3,199 3,387 3,575 3,763

橋りょう塗装工 31,200 3,900 3,120 3,315 3,510 3,705 3,900

橋りょう世話役 34,900 4,363 3,491 3,709 3,927 4,145 4,363

土木一般世話役 27,000 3,375 2,700 2,869 3,038 3,207 3,375

高級船員 30,500 3,813 3,051 3,242 3,432 3,623 3,813

普通船員 24,200 3,025 2,420 2,572 2,723 2,874 3,025

潜水士 41,700 5,213 4,171 4,432 4,692 4,953 5,213

潜水連絡員 29,400 3,675 2,940 3,124 3,308 3,492 3,675

潜水送気員 28,400 3,550 2,840 3,018 3,195 3,373 3,550

山林砂防工 26,900 3,363 2,691 2,859 3,027 3,195 3,363

軌道工 47,100 5,888 4,711 5,005 5,300 5,594 5,888

型わく工 26,500 3,313 2,651 2,817 2,982 3,148 3,313

大工 25,600 3,200 2,560 2,720 2,880 3,040 3,200

左官 27,400 3,425 2,740 2,912 3,083 3,254 3,425

配管工 22,900 2,863 2,291 2,434 2,577 2,720 2,863

はつり工 25,600 3,200 2,560 2,720 2,880 3,040 3,200

防水工 27,800 3,475 2,780 2,954 3,128 3,302 3,475

板金工 28,500 3,563 2,851 3,029 3,207 3,385 3,563

タイル工 - - - - - - -

サッシ工 26,300 3,288 2,631 2,795 2,960 3,124 3,288

屋根ふき工 - - - - - - -

内装工 28,500 3,563 2,851 3,029 3,207 3,385 3,563

ガラス工 26,400 3,300 2,640 2,805 2,970 3,135 3,300

建具工 24,300 3,038 2,431 2,583 2,735 2,887 3,038

ダクト工 23,000 2,875 2,300 2,444 2,588 2,732 2,875

保温工 23,100 2,888 2,311 2,455 2,600 2,744 2,888

建築ブロック工 - - - - - - -

設備機械工 23,300 2,913 2,331 2,477 2,622 2,768 2,913

交通誘導員Ａ 16,300 2,038 1,631 1,733 1,835 1,937 2,038

交通誘導員Ｂ 14,200 1,775 1,420 1,509 1,598 1,687 1,775



令和５年度の業務委託及び管理協定対象委託契約

に係る労働報酬下限額（案）について 
 

 

１ 対象 

市が発注する予定価格１千万円以上の業務の委託に関する契約及び

管理協定（市長等が別に定める契約及び管理協定に限る。）業務に従

事する労働者等に係る労働報酬下限額 

（厚木市公契約条例第６条第１項第２号） 

 

２ 算定の根拠 

労働報酬下限額の決定には、「地域別の最低賃金額」を勘案するほ

か、地場賃金として信頼できる基準があれば、「その他公的機関が定

める労務単価の基準」を適用する。 

（厚木市公契約条例第６条第２項第２号及び第３号） 

 

３ 最低賃金の改定状況 

中央最低賃金審議会（厚生労働相の諮問機関）は、令和４年８月、

令和４年度の引き上げの目安額について「31円」との意見をまとめ、

神奈川県では、同月に神奈川県の最低賃金を 31円（2.98％）引き上

げ、時間額 1,071 円に決定したことを公示しました。 

  これにより、現在の労働報酬下限額（時間額 1,075 円）と最低賃金

との差額は４円となりました。 

 

４ 算出のポイント 

(1) 必須要件：労働報酬下限額 ＞ 神奈川県の最低賃金額 

公契約条例の目的から、労働報酬下限額は神奈川県の最低賃金額

を常に上回っている必要がありますが、毎年４月に改定する労働報

酬下限額に対して、神奈川県の最低賃金は 10月に改定されるた

め、次回の改定額を予想して労働報酬下限額を決定する必要があり

ます。 

 

(2) 令和５年度神奈川県の最低賃金想定 

今年度、神奈川県の最低賃金が 31円（2.98％）の引き上げとな

り、次年度においても今年と同程度引き上げられると仮定します。 

 

1,071 円＋(1,071 円×2.98％) ＝ 1,103 円 

 

資料２-１ 



５ 設定額（案） 

(1) 県最低賃金の上昇額と同様に 31円を加算。 

 

1,075 円＋31 円 ＝ 1,106 円 

 

（2） 政府目標の年率３％及び県最低賃金の上昇率（2.98％）を考慮し

て引き上げ。 

 

1,075 円＋(1,075 円×３％) ＝ 1,107 円 

 

 

【参考】政府目標 

平成 28 年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や、

平成 29年３月に「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実

行計画」において、「最低賃金については、年率３％程度を目途として、

名目ＧＤＰ成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国の

加重平均が、時間額 1,000 円となることを目指す。」とされている。 

 

 

【参考】その他公的機関が定める労務単価の基準を基にした額 

「その他公的機関が定める労務単価」として、国土交通省が「建築

保全業務労務単価」を作成しており、これを基に算出すると次のよう

になります。 

 

令和４年度建築保全業務労務単価における東京都の区分で最も低い

額（清掃員Ｃ 日額 12,600 円）を８で除して得た額に 100 分の 90 を

乗じて算出 

12,600 円÷８時間×0.9 ＝ 1,418 円  

 

〈令和３年〉 

12,000 円÷８時間×0.9 ＝ 1,350 円  

 

※ この金額については、現在の労働報酬下限額と著しい差があるため、

参考に留めることとします。 



　

　

　 　

最低賃金・厚木市労働報酬下限額　比較

平成29年度 平成30年度 令和元年度

894円 911円 929円

1,011円

令和３年度

1,012円930円

1,045円

労働報酬下限額（委託等）の推移

神
奈
川
県
最
低
賃
金

　

労
働
報
酬
下
限
額

 　 　

1,025円928円 964円 995円

956円 983円

令和元年度

1,019円

954円 988円 1,016円

平成30年度

1,077円

　足立区 - 910円 930円 950円 970円

1,000円 1,029円

1,000円 1,030円

- 1,020円

　相模原市 885円

　千代田区 - 938円

　 平成25年度

905円

　

　神奈川県最低賃金 868円

平成26年度 平成27年度 平成28年度

　厚木市労働報酬下限額

887円

平成25年度

882円

平成26年度 平成27年度 平成28年度

　川崎市 907円

962円890円 909円

907円 910円

　渋谷区 - - 916円 947円 958円

927円

1,118円 1,122円 1,127円

1,095円 1,104円

1,094円

1,095円

1,060円

-

1,094円

1,170円

1,093円

1,056円

1,059円

令和２年度

1,045円

1,056円

1,059円

令和４年度

1,040円

1,075円

令和４年度

1,086円

1,088円

令和２年度 令和３年度

1,071円

令和５年度

令和５年度

1,118円

- - - -

　世田谷区

1,080円 1,100円

1,050円 1,080円1,050円

　目黒区 - - - - - 1,030円 1,040円 1,070円

- - - - - - -

【参考】

1,130円- - - 950円 1,020円 1,020円 1,070円 1,130円

1,083円

平成29年度

993円

938円 941円 967円 1,042円

　杉並区

　新宿区 -

（令和元年10月） (令和２年10月）

（令和２年４月）（平成31年４月）

（平成30年10月）

資料２-２

１,０４５円

（令和３年10月）

（令和３年４月）

１,０４０円

（令和4年10月）

１,０７１ 円９８３円
２８円の引上げ

（２.８５％上昇） １,０１１円
１円の引上げ

（０.１％上昇） １,０１２円
２８円の引上げ

（２.77％上昇）

２８円の引上

げ １,０１６円

２９円の引上げ

（２.８５％上昇）
同額 １,０４５円 １,０７５ 円

【想定】

（令和５年10月）

令和５年度

１,１０３ 円
令和４年と同じく２．９８％上昇

すると仮定。

案１ ３１円の引上げ→１,１０６ 円

案２ ３％上昇→１,１０７ 円 １,１０６ ～ １,１０7 円

３１円の引上げ

（２.９８％上昇）

３０円の引上げ

（２.８７％上昇）

（令和４年４月）

【仮】

（令和５年４月）

令和４年度



【令和５年度】試算 地域別最低賃金改定状況（全国一覧）

時間額 差額 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率

北海道 950 31 北海道 919 30 3.37 889 28 3.25 861 0 0.00 861 26 3.11 835 25 3.09 810 24 3.05 786 22 2.88 764 16 2.14 748

青森 883 31 青森 852 30 3.65 822 29 3.66 793 3 0.38 790 28 3.67 762 24 3.25 738 22 3.07 716 21 3.02 695 16 2.36 679

岩手 882 31 岩手 851 30 3.65 821 28 3.53 793 3 0.38 790 28 3.67 762 24 3.25 738 22 3.07 716 21 3.02 695 17 2.51 678

宮城 914 31 宮城 883 30 3.52 853 28 3.39 825 1 0.12 824 26 3.26 798 26 3.37 772 24 3.21 748 22 3.03 726 16 2.25 710

秋田 883 31 秋田 852 30 3.65 822 30 3.79 792 2 0.25 790 28 3.67 762 24 3.25 738 22 3.07 716 21 3.02 695 16 2.36 679

山形 883 31 山形 852 30 3.65 822 29 3.66 793 3 0.38 790 27 3.54 763 24 3.25 739 22 3.07 717 21 3.02 696 16 2.35 680

福島 889 31 福島 858 30 3.62 828 28 3.50 800 2 0.25 798 26 3.37 772 24 3.21 748 22 3.03 726 21 2.98 705 16 2.32 689

茨城 942 32 茨城 910 31 3.53 879 28 3.29 851 2 0.24 849 27 3.28 822 26 3.27 796 25 3.24 771 24 3.21 747 18 2.47 729

栃木 945 32 栃木 913 31 3.51 882 28 3.28 854 1 0.12 853 27 3.27 826 26 3.25 800 25 3.23 775 24 3.20 751 18 2.46 733

群馬 926 31 群馬 895 30 3.47 865 28 3.35 837 2 0.24 835 26 3.21 809 26 3.32 783 24 3.16 759 22 2.99 737 16 2.22 721

埼玉 1,019 32 埼玉 987 31 3.24 956 28 3.02 928 2 0.22 926 28 3.12 898 27 3.10 871 26 3.08 845 25 3.05 820 18 2.24 802

千葉 1,016 32 千葉 984 31 3.25 953 28 3.03 925 2 0.22 923 28 3.13 895 27 3.11 868 26 3.09 842 25 3.06 817 19 2.38 798

東京 1,104 32 東京 1,072 31 2.98 1,041 28 2.76 1,013 0 0.00 1,013 28 2.84 985 27 2.82 958 26 2.79 932 25 2.76 907 19 2.14 888

神奈川 1,103 32 神奈川 1,071 31 2.98 1,040 28 2.77 1,012 1 0.10 1,011 28 2.85 983 27 2.82 956 26 2.80 930 25 2.76 905 18 2.03 887

新潟 920 31 新潟 889 30 3.49 859 28 3.37 831 1 0.12 830 27 3.36 803 25 3.21 778 25 3.32 753 22 3.01 731 16 2.24 715

富山 940 32 富山 908 31 3.53 877 28 3.30 849 1 0.12 848 27 3.29 821 26 3.27 795 25 3.25 770 24 3.22 746 18 2.47 728

石川 922 31 石川 891 30 3.48 861 28 3.36 833 1 0.12 832 26 3.23 806 25 3.20 781 24 3.17 757 22 2.99 735 17 2.37 718

福井 919 31 福井 888 30 3.50 858 28 3.37 830 1 0.12 829 26 3.24 803 25 3.21 778 24 3.18 754 22 3.01 732 16 2.23 716

山梨 929 32 山梨 897 31 3.58 866 28 3.34 838 1 0.12 837 27 3.33 810 26 3.32 784 25 3.29 759 22 2.99 737 16 2.22 721

長野 940 32 長野 908 31 3.53 877 28 3.30 849 1 0.12 848 27 3.29 821 26 3.27 795 25 3.25 770 24 3.22 746 18 2.47 728

岐阜 941 31 岐阜 910 30 3.41 880 28 3.29 852 1 0.12 851 26 3.15 825 25 3.13 800 24 3.09 776 22 2.92 754 16 2.17 738

静岡 976 32 静岡 944 31 3.40 913 28 3.16 885 0 0.00 885 27 3.15 858 26 3.13 832 25 3.10 807 24 3.07 783 18 2.35 765

愛知 1,018 32 愛知 986 31 3.25 955 28 3.02 927 1 0.11 926 28 3.12 898 27 3.10 871 26 3.08 845 25 3.05 820 20 2.50 800

三重 965 32 三重 933 31 3.44 902 28 3.20 874 1 0.11 873 27 3.19 846 26 3.17 820 25 3.14 795 24 3.11 771 18 2.39 753

滋賀 959 32 滋賀 927 31 3.46 896 28 3.23 868 2 0.23 866 27 3.22 839 26 3.20 813 25 3.17 788 24 3.14 764 18 2.41 746

京都 1,000 32 京都 968 31 3.31 937 28 3.08 909 0 0.00 909 27 3.06 882 26 3.04 856 25 3.01 831 24 2.97 807 18 2.28 789

大阪 1,055 32 大阪 1,023 31 3.13 992 28 2.90 964 0 0.00 964 28 2.99 936 27 2.97 909 26 2.94 883 25 2.91 858 20 2.39 838

兵庫 991 32 兵庫 959 31 3.34 928 28 3.11 900 1 0.11 899 28 3.21 871 27 3.20 844 25 3.05 819 25 3.15 794 18 2.32 776

奈良 927 31 奈良 896 30 3.46 866 28 3.34 838 1 0.12 837 26 3.21 811 25 3.18 786 24 3.15 762 22 2.97 740 16 2.21 724

和歌山 920 31 和歌山 889 30 3.49 859 28 3.37 831 1 0.12 830 27 3.36 803 26 3.35 777 24 3.19 753 22 3.01 731 16 2.24 715

鳥取 882 31 鳥取 851 30 3.65 821 29 3.66 792 2 0.25 790 28 3.67 762 24 3.25 738 23 3.22 715 22 3.17 693 16 2.36 677

島根 885 31 島根 854 30 3.64 824 32 4.04 792 2 0.25 790 26 3.40 764 24 3.24 740 22 3.06 718 22 3.16 696 17 2.50 679

岡山 923 31 岡山 892 30 3.48 862 28 3.36 834 1 0.12 833 26 3.22 807 26 3.33 781 24 3.17 757 22 2.99 735 16 2.23 719

広島 962 32 広島 930 31 3.45 899 28 3.21 871 0 0.00 871 27 3.20 844 26 3.18 818 25 3.15 793 24 3.12 769 19 2.53 750

山口 918 31 山口 887 30 3.50 857 28 3.38 829 0 0.00 829 27 3.37 802 25 3.22 777 24 3.19 753 22 3.01 731 16 2.24 715

徳島 885 31 徳島 854 30 3.64 824 28 3.52 796 3 0.38 793 27 3.52 766 26 3.51 740 24 3.35 716 21 3.02 695 16 2.36 679

香川 909 31 香川 878 30 3.54 848 28 3.41 820 2 0.24 818 26 3.28 792 26 3.39 766 24 3.23 742 23 3.20 719 17 2.42 702

愛媛 882 31 愛媛 851 30 3.65 821 28 3.53 793 3 0.38 790 26 3.40 764 25 3.38 739 22 3.07 717 21 3.02 696 16 2.35 680

高知 881 31 高知 850 30 3.66 820 28 3.54 792 2 0.25 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 22 3.17 693 16 2.36 677

福岡 931 31 福岡 900 30 3.45 870 28 3.33 842 1 0.12 841 27 3.32 814 25 3.17 789 24 3.14 765 22 2.96 743 16 2.20 727

佐賀 882 31 佐賀 851 30 3.65 821 29 3.66 792 2 0.25 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 21 3.03 694 16 2.36 678

長崎 882 31 長崎 851 30 3.65 821 28 3.53 793 3 0.38 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 21 3.03 694 17 2.51 677

熊本 882 31 熊本 851 30 3.65 821 28 3.53 793 3 0.38 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 21 3.03 694 17 2.51 677

大分 883 31 大分 852 30 3.65 822 30 3.79 792 2 0.25 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 21 3.03 694 17 2.51 677

宮崎 882 31 宮崎 851 30 3.65 821 28 3.53 793 3 0.38 790 28 3.67 762 25 3.39 737 23 3.22 714 21 3.03 693 16 2.36 677

鹿児島 882 31 鹿児島 851 30 3.65 821 28 3.53 793 3 0.38 790 29 3.81 761 24 3.26 737 22 3.08 715 21 3.03 694 16 2.36 678

沖縄 881 31 沖縄 850 30 3.66 820 28 3.54 792 2 0.25 790 28 3.67 762 25 3.39 737 23 3.22 714 21 3.03 693 16 2.36 677

加重平均額 993 32 加重平均額 961 31 3.33 930 28 3.10 902 1 0.11 901 27 3.09 874 26 3.07 848 25 3.04 823 25 3.13 798 18 2.31 780
※厚生労働省HPより

平成26年度
時間額

都道府県都道府県
平成２９年度 平成２７年度平成２８年度前年同伸率 令和１年度 平成３０年度令和２年度令和３年度令和４年度
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厚木市公契約条例の運用状況の点検及び評価について 

 
１ 条例の内容 

本条例の第 10条において、「市長は、５年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況

の点検及び評価を実施し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。」と

規定している。 
前回の見直しから概ね５年が経過しようとしていることから、条例の目的達成に向け、

内容をより実効性のあるものとするために、労働報酬審議会や事業者等の意見も聞いた

うえで、所要の点検及び評価を行う。 
 
【参考】厚木市公契約条例 

（点検等) 

第 10 条 市長は、５年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況の点検 

及び評価を実施し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。 

 
 
２ これまでの経過 

平成 25 年４月 厚木市公契約条例施行 

平成 31 年４月 労働報酬下限額の適用範囲について、新たに窓口受付業務（書類の受

付等）を追加 

 

３ スケジュール 

 
４ その他 

今後、対象契約受注事業者及びその労働者を対象に公契約条例に係るアンケートを実

施したうえで、令和５年２月頃（予定）労働報酬審議会を開催し、アンケート結果を報告

する。 

項  目 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
労働報酬等審議会        
対象契約受注事業者アンケー

ト 
       

労働者アンケート 
 

       
アンケートの実施 

アンケートの実施 

アンケートの集計 

アンケートの集計 

資料３ 



平成 24 年厚木市条例第 29 号                                      

平 成 2 4 年 1 2 月 2 5 日公布               

厚木市公契約条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市が締結する公契約に係る基本方針を定めるとともに、市及び受

注者の公契約の締結に伴う責務を明確にすること等により、当該業務に従事する労働

者等の労働環境の整備並びに公契約に係る事務及び事業（以下「公契約事務等」とい

う。）の質の向上を図り、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 公契約 市が締結する工事又は製造その他についての請負の契約及び地方自治法

（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により市の指定を受けたものと

市が締結する公の施設の管理に関する協定（以下「管理協定」という。）をいう。 

(2) 市長等 公契約を締結する権限を有する者（受注者を除く。）をいう。 

(3) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。 

(4) 受注関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、市以外の者から公契約に

係る業務の一部について請け負う者 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和60年法律第88号）に基づき受注者又はアに掲げる者へ公契約に係る業務に従事

する労働者を派遣する者 

(5) 労働者等 次に掲げる者をいう。 

ア 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法

（昭和22年法律第49号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事

業又は事務所に使用される者を除く。） 

イ 自らが提供する労働の対価を得るため、受注者又は受注関係者から公契約に係

る業務を請け負う者 

（基本方針） 

第３条 公契約事務等の実施に当たっての基本となるべき事項（以下「基本方針」とい

う。）は、次のとおりとする。 

(1) 公契約の過程及び内容の透明性を確保すること。 

(2) 適正な競争を促進し、より予算を有効に執行すること。 

(3) 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。 

(4) 公契約の適正な履行を確保すること。 

(5) 労働者等の労働環境に配慮すること。 

(6) 地域経済の活性化に努めること。 

（市の責務） 

第４条 市は、この条例の目的を達成するため、基本方針の下に公契約に係る施策を推

進するものとする。 
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（受注者の責務） 

第５条 受注者は、市の事務及び事業を実施する者としての社会的責任を自覚し、公契

約を適正に履行するものとする。 

２ 受注者は、労働者等の労働環境の整備に努めるものとする。 

３ 受注者は、受注関係者との契約を締結するに当たっては、関係法令を遵守すること

が公契約事務等の質の向上に資することを認識し、その契約を締結するものとする。 

４ 受注者は、市が推進する公契約に係る施策に協力するものとする。 

（労働報酬下限額） 

第６条 市長は、毎年、次の各号に掲げる公契約の種類ごとに、当該各号に定める者に

対して支払われるべき１時間当たりの労働の対価の下限の額（以下「労働報酬下限

額」という。）を定めるものとする。 

(1) 市が発注する予定価格１億円以上の工事の請負契約（以下「対象請負契約」とい

う。） 対象請負契約に係る業務に従事する労働者等（農林水産省及び国土交通省

が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共工事設計労務単価（以下「設計

労務単価」という。）に掲げる職種の業務に従事する者に限る。） 

(2) 市が発注する予定価格1,000万円以上の業務の委託に関する契約及び管理協定

（市長等が別に定める契約及び管理協定に限る。以下「対象委託契約」という。） 

対象委託契約に係る業務に従事する労働者等 

２ 労働報酬下限額は、対象請負契約及び対象委託契約の内容に応じて、次に掲げる額

等を勘案して定めるものとする。 

(1) 設計労務単価 

(2) 最低賃金法（昭和34年法律第137号）第９条第１項に規定する地域別最低賃金に

おいて定める最低賃金額 

(3) その他公的機関が定める労務単価の基準 

３ 市長は、労働報酬下限額を定めようとする場合は、厚木市労働報酬審議会の意見を

聴かなければならない。 

４ 市長は、労働報酬下限額を定めた場合は、これを告示するものとする。 

（契約において定める事項） 

第７条 市長等は、対象請負契約又は対象委託契約においては、前条第１項各号に掲げ

る者に対し、受注者が同条に規定する労働報酬下限額以上の労働の対価を支払わなけ

ればならないことその他のこの条例の目的を達成するために必要な事項を定めるもの

とする。 

（労働報酬審議会） 

第８条 市長は、労働報酬下限額等について調査審議するため、事業者等で構成する厚

木市労働報酬審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

（出資法人等） 

第９条 市が出資その他の財政上の援助を行う法人であって、規則で定めるもの（以下

「出資法人等」という。）は、この条例の目的に沿って、出資法人等が当事者となる

契約については市が当事者となる契約に準じた取扱いをするよう努めるものとする。 



（点検等） 

第10条 市長は、５年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況の点検及び評価を実

施し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等

が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第６条、第８条並びに附則

第３項及び第４項の規定は、同年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第７条の規定は、この条例の施行の日以後に、公告その他の申込みの誘引又は指定

管理者の指定の申請に係る告知を行う対象契約について適用する。 

（厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年厚木市条例第

16号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中第60号を第61号とし、第59号の次に次の１号を加える。 

  (60) 労働報酬審議会の委員 

  第２条第１項中「第59号」を「第60号」に改め、同条第２項中「前条第60号」を

「前条第61号」に改める。 

  第３条中「第１条第60号」を「第１条第61号」に改める。 

  第５条第１項中「第60号」を「第61号」に改める。 

  第６条第１項第１号中「第59号」を「第60号」に改める。 

  別表に次のように加える。 

60 労働報酬審議会の委員 
委員長 日額 8,800円 

委員 日額 7,800円 

（厚木市セーフコミュニティ推進条例の一部改正） 

４ 厚木市セーフコミュニティ推進条例（平成24年厚木市条例第18号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第２項を次のように改める。 

(厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

２ 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例

第16号)の一部を次のように改正する｡ 

第１条中第61号を第62号とし､第60号の次に次の1号を加える｡ 

(61) セーフコミュニティ推進委員会の委員 

第２条第1項中｢第60号｣を｢第61号｣に改め､同条第２項中｢前条第61号｣を｢前条

第62号｣に改める｡ 

第３条中｢第１条第61号｣を｢第１条第62号｣に改める｡ 

第５条第１項中｢第61号｣を｢第62号｣に改める｡ 



第６条第１項第１号中｢第60号｣を｢第61号｣に改める｡ 

別表に次のように加える｡ 

61 
セーフコミュニティ推進委

員会の委員 

委員長 日額 8,800円 

委員 日額 7,800円 

 



厚木市公契約条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市公契約条例（平成24年厚木市条例第29号。以下「条例」とい

う。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（対象委託契約の範囲） 

第３条 条例第６条第１項第２号の規定に基づき市長が別に定める契約は、次に掲げる契

約とする。ただし、条例第２条第５号に規定する労働者等に該当しない者のみを公契約

に係る業務に従事させる受注者と締結する契約を除く。 

(1) 庁舎その他の建物（その敷地を含む。）における清掃、警備（警備業法（昭和47年

法律第117号）第２条第５項に規定する機械警備業務に関するものを除く。）、駐車

場管理、窓口受付、案内又は電話交換に関する契約 

(2) 道路、公園その他の施設の清掃に関する契約 

(3) 給食の調理に関する契約 

２ 条例第６条第１項第２号の規定に基づき市長が別に定める管理協定は、厚木市立老人

憩の家条例（昭和48年厚木市条例第９号）第１条に規定する厚木市立老人憩の家に係る

管理協定を除く管理協定とする。 

（契約において定める事項） 

第４条 条例第７条に規定する必要な事項は、別表第１に掲げる事項とする。 

（労働報酬審議会の委員） 

第５条 条例第８条に規定する厚木市労働報酬審議会（以下「審議会」という。）の委員

は、６人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 事業者 

(2) 労働者 

(3) 学識経験を有する者 

（任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員） 

第７条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くこと

ができる。 

２ 臨時委員は、市長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（委員長等） 

第８条 審議会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委
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員がその職務を代理する。 
（会議） 

第９条 審議会の会議は、委員長が招集する。 

２ 審議会の会議は、委員（議案に関係のある臨時委員を含む。次項及び第11条において

同じ。）の半数以上が出席し、かつ、事業者、労働者及び学識経験を有する者である委

員の各１人以上並びに議事に関係のある臨時委員がいる場合はその１人以上が出席しな

ければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

（意見等の聴取） 

第10条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

（秘密の保持） 

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

（庶務） 

第12条 審議会の庶務は、条例主管課で処理する。 

（委任） 

第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員長が審

議会に諮って定める。 

（出資法人等） 

第14条 条例第９条に規定する出資法人等は、別表第２に掲げる法人とする。 

（その他） 

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第５条から第13条までの規定は、

同年１月１日から施行する。 

附 則(平成30年規則第48号) 

この規則は、平成31年４月１日から施行し、同日以後に締結する契約について適用する。 

附 則(令和２年規則第８号) 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第４条関係） 

 
 

番号 事        項 

１  受注者が条例第６条第１項に規定する者（以下「対象労働者」という。）に

支払う労働の対価の額は、基準額（対象請負契約又は対象委託契約（以下「対

象契約」という。）の締結時の労働報酬下限額及び当該労働に従事した時間数

を基に市長が別に定める方法により算出した額をいう。以下同じ。）を下回ら

ないこと。 

２  受注者は、受注関係者が対象労働者に支払った労働の対価の額が基準額を下

回ったときは、その差額分が支払われるよう、必要な措置を講ずること。 

３  受注者は、対象労働者の氏名、業種、労働時間その他市長が別に定める事項

を記載した台帳（以下「台帳」という。）を、労働の対価の支払後、速やかに

作成し、当該台帳の写しを市長が指定する期日までに市長へ提出すること。 

４  受注者は、次に掲げる事項について記載した書面を、対象契約に係る業務が

行われる作業場の見やすい適切な場所に掲示し、又は交付することにより、対

象労働者に周知すること。 

(1) 対象労働者の範囲 

(2) 労働報酬下限額 

(3) 次項の規定による申出をする場合の申出先 

(4) 次項の規定による申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その

他不利益な取扱いを受けないこと。 

５  対象労働者は、労働の対価が支払われるべき日において、支払われるべき当

該労働の対価が支払われていない場合又は支払われた当該労働の対価の額が基

準額を下回る場合は、市長又は受注者にその事実を申し出ることができるこ

と。 

６  受注者は、対象労働者から前項の規定による申出があった場合は、誠実に対

応するとともに、当該対象労働者が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負

契約の解除その他不利益な取扱いを受けないようにすること。 

７  市長は、対象労働者から５の項の規定による申出を受け、その申出の事実等

を確認するため必要があると認める場合又は対象契約において定められた事項

の遵守状況を確認するため必要があると認める場合は、受注者に対し、必要な

報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に事業所若しくは作業場に立ち

入らせ、支払状況その他の必要な調査（以下「調査等」という。）をさせるこ

とができること。 

８  受注者は、受注関係者が１の項、６の項及び７の項の規定を受注者に準じて

遵守するよう受注関係者との契約において当該事項を定めること。 

９  ７の項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、受注者又は受注関係者から請求があったときは、これを提示すること。 



 

別表第２(第14条関係) 

名 称 

公益財団法人厚木市スポーツ協会 

公益財団法人厚木市勤労者福祉サービスセンター 

公益財団法人厚木市文化振興財団 

公益財団法人厚木市環境みどり公社 

公益社団法人厚木市シルバー人材センター 

社会福祉法人厚木市社会福祉協議会 

 

10  市長は、７の項の規定による調査等の結果、受注者又は受注関係者が対象契

約において定められた事項に違反していると認められるときは、当該違反を是

正するための措置を講ずるよう受注者に求めることができること。 

11  受注者は、前項の規定により是正するための措置を講ずるよう求められた場

合は、速やかに当該措置を講ずるとともに、その内容を市長が指定する期日ま

でに市長に報告しなければならないこと。 

12  市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合又は受注関係者が第１

号に該当する場合は、対象契約が契約であるときは当該対象契約を解除し、対

象契約が管理協定であるときはその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができること。 

(1) ７の項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しく

は資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しく

は忌避した場合 

(2) 前項に規定する是正の措置を講ぜず、若しくは報告をせず、又は虚偽の

報告をした場合 

13  市は、前項の規定による対象契約の解除、取消し又は停止命令によって受注

者又は受注関係者に損害が生じた場合において、その損害を賠償する責任を負

わないこと。 

14  その他市長が対象契約において定める必要があると認める事項 


